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これから、洪水の時期を迎えます。
急激な水位上昇などもあり、洪水時には河川へ近づかないようお願いいたします。
江戸川河川事務所では、管理している江戸川・坂川に関する観測所の情報を公開しています。
降雨時には、河川の情報もご覧下さい。 http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/saigai/live.html

江戸川クリーン作戦へのご協力ありがとうございました

５月３１日(日)に江戸川クリーン作戦が行われ、
全体で444団体、16,000名を越える皆様にご参

加いただきました。
松戸市・流山市の市民の皆様には、多くの

方々にご協力いただきまして、ありがとうござい
ました。
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野田市 1,502 73 24.50

流山市 1,669 45 2.09

松戸市 4,647 124 5.96

市川市 1,877 48 14.30

幸手市 284 11 6.50

杉戸町 332 15 1.00

春日部市 356 17 5.00

松伏町 160 3 2.00

吉川市 2,983 41 10.00

三郷市 1,020 18 13.80

葛飾区 856 19 12.00

江戸川区 671 26 17.00

五霞町 279 4 1.00

計 16,636 444 115.15
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流山市野々下の護岸陥没について

６月８日に護岸の陥没箇所を発見しました。
護岸の裏側の砕石が流出しており、危険な

状況です。これから洪水の時期を迎えるため、
８月完成をめざし復旧工事を実施します。
野々下水辺公園の付近ですが、危険です

ので近づかないようお願いします。
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ふれあい松戸川の浮桟橋について

現在、ふれあい松戸川の浮桟橋が階段の
傾きにより、安全に通行できないと判断し、
通行止めにしております。
慎重に検討し、１１月以降に改良し、早期

通行できるよう対応して参ります。
利用者の皆様には、ご不便をおかけして、

申し訳ありません。
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出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページに（http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa）掲載しています。

あとがき
松戸出張所では主水だよりを通じ、地域の皆様に

江戸川や坂川に関する情報を発信して参ります。
気のついたことやご意見などございましたら、松戸

出張所までご連絡ください。
これから、洪水の時期になりますので、河川の利

用にあたっては、十分にご注意下さい。
今後ともよろしくお願いいたします。
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平成２１年度工事予定

今年度の工事箇所は以下の通りです。また、他に排水機場の点検や門扉補修なども予定しています。
工事の実施時期は堤防除草・維持管理を除き１１月以降を予定しています。内容につきましては、看板

等でお知らせいたします。
工事実施の際には、皆様にご迷惑をおかけすると思いますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
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迷惑行為について

河川には、皆さんが安心して河川を利用できる
よう、様々なルールがあります。河川敷でのゴル
フは危険性から自由利用の妨げになります。
このため、禁止行為としていますが、なかなか

止めていただけません。
国土交通省では、今後も注意していきますので

ご協力をお願いします。

堤防除草の年間予定表

１回目 ２回目 ３回目

江戸川 ５月上旬～５月下旬 ６月上旬～６月下旬 １０月上旬～１０月下旬

坂　川 ５月中旬～６月上旬 ７月中旬～８月上旬 １０月上旬～１０月下旬

※刈草の集草は、江戸川は２回目、坂川は２回目（堤防より居住側のみ）及び３回目の除草時に行う予定です。
また、上表以外に江戸川については、花火大会に合わせて８月頃一部の区間の除草（堤防より川側のみ）を

行う予定です。


